
 

様式第１（第３条関係）（表面） 

 

特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（使用、変更）届出書 
 

                                                         平成２８年４月１日 

 

○○広域振興局長 様 

 
                       

                  届出者 盛岡市内丸10-1     

                      株式会社 岩手県 

                      代表取締役 岩手 太郎 印 

                  氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 

 

水質汚濁防止法第５条第１項、第２項又は第３項（第６条第１項又は第２項、第７条）の

規定により、特定施設（有害物質貯蔵指定施設）について、次のとおり届け出ます。 

工場又は事業場の名称 （株）岩手県 岩手工場 ※整 理 番 号  

工場又は事業場の所在地 盛岡市内丸10-10 ※受理年月日 年 月 日 

第
５
条
第
１
項
関
係 

特定施設の種類  65 酸又はアルカリによる
表面処理施設 ※施 設 番 号  

有害物質使用特定施設の該当
の有無  有 ☑   無 □ 

※審 査 結 果 
 

△特定施設の構造 別紙１のとおり。 ※備 考  
△特定施設の設備（有害物質使
用特定施設の場合に限る。） 別紙１の２のとおり。 

△特定施設の使用の方法 別紙２のとおり。 

△汚水等の処理の方法 別紙３のとおり。 

△排出水の汚染状態及び量 別紙４のとおり。 

△排出水の排水系統別の汚染
状態及び量 別紙５のとおり。 

△排出水に係る用水及び排水
の系統 別紙６のとおり。 

第
５
条
第
２
項
関
係 

有害物質使用特定施設の種類   

△有害物質使用特定施設の構
造 別紙７のとおり。 

△有害物質使用特定施設の使
用の方法 別紙８のとおり。 

△汚水等の処理の方法 別紙９のとおり。 

△特定地下浸透水の浸透の方
法 別紙10のとおり。 

△特定地下浸透水に係る用水
及び排水の系統 別紙11のとおり。 

特定施設を設置する工場・事業

場を記入すること。 

施行令別表第一の特定施

設番号について、特定施設が

複数の場合、漏れなく記入す

ること。 
構造・使用方法を変更する

ときは該当特定施設番号を

記入すること。 
他の変更事項の場合は、全

施設の番号を記入すること。 

総量規制指定地域の場合 
（岩手県該当なし） 

設置(新規に設置する場合)、使用(水質汚濁防止法の届出対象外施設

が政令等の改正により届出対象施設となった場合)、設置変更(既設置

施設の構造が変更となった場合)の別を明確にすること。 

記載例（有害物質使用特定施設） 



様式第１ （裏面） 

第
５
条
第
３
項
関
係 

有害物質使用特定施設又は有

害物質貯蔵指定施設の別 
□ 有害物質使用特定施設 
□ 有害物質貯蔵指定施設 

  

△有害物質使用特定施設又は

有害物質貯蔵指定施設の構造 別紙12のとおり。 

△有害物質使用特定施設又は
有害物質貯蔵指定施設の設備 別紙13のとおり。 

△有害物質使用特定施設又は
有害物質貯蔵指定施設の使用
の方法 

別紙14のとおり。 

△施設において製造され、使用
され、若しくは処理される有害
物質に係る用水及び排水の系
統又は施設において貯蔵され
る有害物質に係る搬入及び搬
出の系統 

別紙15のとおり。 

 
備考 １ 特定施設の種類の欄及び有害物質使用特定施設の種類の欄には、令別表第一に掲げる号

番号及び名称（指定地域特定施設にあつては、名称）を記載すること。 
   ２ 有害物質使用特定施設の該当の有無の欄には、該当するものにレ印を記入すること。な

お、有害物質使用特定施設に該当しない場合には、別紙１の２を提出することを要しない。 
３  有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別の欄には、該当する施設にレ印を記

入すること。 
   ４ △印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利

用すること。 
   ５ ※印の欄には、記載しないこと。 
   ６ 排出水の排水系統別の汚染状態及び量については、指定地域内の工場又は事業場に係る

届出書に限つて欄を設けること。 
   ７ 変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させる

こと。 
   ８ 届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本工業規格

Ａ４とすること。 
   ９ 氏名（法人にあつてはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、本人（法

人にあつてはその代表者）が署名することができる。 



別紙１ 

 

特定施設の構造 

                                                                                      

       

   工場又は事業場に 

    おける施設番号 
Ｎ０．1 Ｎ０．2 

特定施設号番号及び名称 ６５ 酸洗槽 ６５ 脱脂槽 

      型 式     連続式 連続式 

      構 造     鋼板製 鋼板製 

       主要寸法 
1,000×1,500×900 

（単位ｍｍ） 

1,200×1,300×900 

（単位ｍｍ） 

      能 力     

 

30ｍ3／日 
30ｍ3／日 

      配 置     

 

 

別添図のとおり 別添図のとおり 

  設 置 年 月 日                年  月  日                年  月  日          

  工事着手予定年月日 平成２８年７月１日 平成２８年７月１日 

  工事完成予定年月日 平成２８年８月１日 平成２８年８月１日 

  使用開始予定年月日 平成２８年８月３０日 平成２８年８月３０日 

     その他参考と 

     なるべき事項 

床面：ｺﾝｸﾘｰﾄ（厚さ100mm）及び 

樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ 

周囲：防液堤 

（ｺﾝｸﾘｰﾄ（厚さ100mm）及び樹脂

ｺｰﾃｨﾝｸﾞ、容量3.2㎥） 

床面：ｺﾝｸﾘｰﾄ（厚さ100mm）及び 

樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ 

周囲：防液堤 

（ｺﾝｸﾘｰﾄ（厚さ100mm）及び樹脂

ｺｰﾃｨﾝｸﾞ、容量3.2㎥） 

 

 備考 １ 配置の欄には、当該特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載

すること。 

        ２ その他参考となるべき事項の欄には、当該特定施設が有害物質使用特定施設に該当す

る場合には、施設の床面及び周囲の構造等を記載すること。 

複数施設を設置する場合、

必ず記載すること。 

法第６条の使用届の場合のみ記入 

工事着手・完成・使用開始予定年月

日は、設置届出・設置変更届出書に

ついて記載 

当該特定施設が有害物質使用特定施設に該当する場合

には、施設の床面及び周囲の構造等を記載する 



別紙１の２ 
 

特定施設の設備 
 

工場又は事業場にお
ける施設番号 Ｎ０．１ Ｎ０．２ 

特定施設号番号及び
名称 ６５ 酸洗槽 ６５ 脱脂槽 

設 備  地上配管、排水溝、ためます  地上配管、排水溝 

構 造 
配管 
ステンレス製 

排水溝、ためます 
コンクリート製、厚さ50mm 

配管 
ステンレス製 

排水溝 
コンクリート製、厚さ50mm 

主 要 寸 法 

配管 
直径100mm×30m 

排水溝 
幅300mm×深さ200mm×10m 

ためます 
500mm×500mm×400mm 

配管 
直径100mm×30m 

排水溝 
 幅300mm×深さ20mm×３m 

配 置  めっき工場１階 
（配置は資料○のとおり） 

 めっき工場１階 
（配置は資料○のとおり） 

設 置 年 月 日     年 月 日     年 月 日 

工事着手予定年月日 平成２８年７月１日 平成２８年７月１日 

工事完成予定年月日 平成２８年８月１日 平成２８年８月１日 

使用開始予定年月日 平成２８年８月３０日 平成２８年８月３０日 

その他参考となるべ
き事項 

  

  

備考 １ 有害物質使用特定施設に該当しない場合には、本様式を提出することを要しない。 

２ 配置の欄には、当該特定施設の設備の配置を記載すること。 

 

「設備」の欄には、施設に付帯する配管等、排水溝等の設備の名称を記載すること 
「構造」の欄には、設備の材質を記載するとともに、検知設備を有する場合にはその旨

記載すること 
「主要寸法」の欄については、設備のうち、主なものについて寸法を記載すること 
「配置」の欄については、建物の名称・位置等を記載するとともに、地下に設置されて

いる場合にはその旨を明記すること。 
有害物質を含む水が流れない場合には、構造等に関する基準が適用されないので、そ

の他参考となるべき事項の欄にその旨記載すること。 

配管については、 
地下配管（トレンチ）、地下配管（埋設）などのケー

スも考えられる。トレンチの場合はトレンチの構造に

ついても記載すること 
 

有害物質使用特定施設に

該当する場合、構造基準チ

ェック表も併せて作成す

ること。 



 

別紙２ 

 

特定施設の使用の方法 

   工場又は事業場に 

    おける施設番号 
Ｎ０．1 Ｎ０．2 

特定施設号番号及び名称 ６５ 酸洗槽 ６５ 脱脂槽 

       設置場所 別添図のとおり 別添図のとおり 

      操業の系統 別添図のとおり 別添図のとおり 

     使用時間間隔 ８：００～１８：００ ８：００～１８：００ 

 １日当たりの使用時間 １０時間 １０時間 

使用の季節的変動 なし なし 

    原材料（消耗資 

    材を含む。）の 

    種類、使用方法 

    及び１日当たり 

    の 使 用 量       

硫酸５００kg 水酸化ナトリウム２５０kg 

     種類・項目     通常      最大      通常      最大 

汚 ｐＨ 2.5～4.0 2.5～4.0 10.5～11.3 10.5～11.3 

水 BOD 15 20 10 20 

等 ＳＳ 150 200 200 400 

の Ｃｕ 30 50 30 50 

汚      

染      

状      

態      

      

      

      汚水等の量 

     （ｍ
３
／日） 

    通常      最大      通常      最大 

15 30 15 30 

     その他参考と 

     なるべき事項 
  

備考 汚水等の汚染状況の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項に

ついて記載すること。 

複数施設を設置する場合、図に施設

番号を明示すること。 



 

別紙３ 

汚水等の処理の方法 

   工場又は事業場に 

    おける施設番号 

Ｎ０．1 

（工程排水処理施設） 

Ｎ０．2 

（生活排水処理施設） 

処理施設の設置場所 別添図のとおり 別添図のとおり 

  設 置 年 月 日               年  月  日                年  月  日          

  工事着手予定年月日 平成２８年７月１日 平成２８年７月１日 

  工事完成予定年月日 平成２８年８月１日 平成２８年８月１日 

  使用開始予定年月日 平成２８年８月３０日 平成２８年８月３０日 

     種類及び型式 自動式 合併浄化槽（150人槽） 

      構 造      鋼板製（一部コンクリート製） ＦＲＰ製 

      主 要 寸 法      別添図のとおり 別添図のとおり 

      能 力      60ｍ3／日 30ｍ3／日 

      処理の方式 中和＋凝集沈殿＋砂ろ過 流調接触ばっ気 

      処理の系統 別添図のとおり 別添図のとおり 

  集水及び導水の方法 別添図のとおり 別添図のとおり 

     使用時間間隔 連続 連続 

 １日当たりの使用時間 １２時間 ２４時間 

    使用の季節変動 なし なし 

      消耗資材の 

     １日当たりの 

     用途別使用量 

水酸化ナトリウム 6kg 

ＰＡＣ      10kg 
次亜塩素酸カルシウム0.5kg 

汚     種類・項目     通常      最大      通常      最大 

水  処理前 処理後 処理前 処理後 処理前 処理後 処理前 処理後 

等 ｐＨ 4.0 6～8 4.0 6～8 5～9 6～8 5～9 6～8 

の ＢＯＤ 15 8 20 10 200 5 200 20 

汚 ＳＳ 200 8 300 10 100 8 150 20 

染 Ｃｕ 30 不検出 50 1     

状 大腸菌群数 <30 <30 <30 <30 1000 <30 3000 50 

態          

及          

び          

量    量（ｍ
３
／日） 30 30 60 60 30 30 30 30 

残さの種類、１月間の種 

類別生成量及び処理方法 

汚泥（脱水）1.0ｔ／月 

収集運搬処分を○×処理業㈱

に委託 

汚泥0.1ｔ／月 

○△清掃社に委託 

   排出水の排出方法 別添図のとおり 別添図のとおり 

     その他参考と 

     なるべき事項 

排出水の排出先 

 側溝→○○水路→北上川 
同左 

 備考 １ 汚水等の汚染状況の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた

事項について記載すること。 

２ 排出水の排出方法の欄には、排出口の位置及び数並びに排出先を含め記載すること。 



 

別紙４ 

 

排出水の汚染状態及び量 

 

工場又は事業場に 

おける施設番号 
排水口１ 排水口２ 

  種類・項目      通常       最大      通常       最大 

 ｐＨ 6～8 6～8 6～8 6～8 

 ＢＯＤ 8 10 5 20 

排 ＳＳ 8 10 8 20 

出 Cu 不検出 1   

水 大腸菌群数 <30 <30 <30 50 

の      

汚      

染      

状      

態      

      

      

      

      

      

      

      

   排出水の量 

  （ｍ
３
／日） 

     通常       最大      通常       最大 

30 60 30 30 

  その他参考と 

  なるべき事項 
    

 

 備考 汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項

について記載すること。 



別紙５   総量規制がなされている場合提出 

 

排出水の排水系統別の汚染状態及び量 

                                                                                      

        

  汚染状態          水  量 汚濁負荷量 ※ 

  業種その他 （mg/l）         （m
３
/日）  （kg/日）  

 特    の区分        

 定  通常 最大 通常 最大  Ｑδ Ｑｉ Ｑｊ 通常 最大  

 排            

 出            

 水            

            

            

            

            

            

            

     合計           

  汚染状態   水 量 汚濁負荷量  

 特 種類及び用途 （mg/l） （ｍ３/日） （kg/日）  

 定  通常 最大 通常 最大 通常 最大  

 排         

 出         

 水         

 以         

 外         

 の         

 排         

 出         

 水     合計        

その

他参

考と

なる

べき

事項 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 １ 汚染状態の項及び汚濁負荷量の項には、化学的酸素要求量について記載すること。 

        ２ ※印の欄には記載しないこと。 

 
岩手県では提出不要 



 

別紙６ 

 

用水及び排水の系統 

 

 用水及び排水の系統 

 

     用 途 別      

     用水使用量 

     用  途     使 用 水     用水使用量（ｍ
３
／日） 

製品処理洗浄水 上水道 ３０ 

生活系用水 上水道 ３０ 

   

   

   

   

 

 
上水道 

 
生活排水 

（合併浄化槽） 

金属表面処理 
（酸洗浄） 
（脱 脂） 

 
排水口２ 

 
排水口１ 


